
 

 

東浦町職員自主研究グループ活動費補助金交付要綱 

（趣旨) 

第１条 この要綱は、職員相互の自己啓発意欲の高揚と職員の資質向上を図るため、

町政に関し、勤務時間外において自主的な調査研究活動を行う職員のグループ（以

下「自主研究グループ」という。）の活動に要する経費に対し、予算の範囲内で補

助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（自主研究グループの構成） 

第２条 補助の対象となる自主研究グループは、地方公務員法（昭和 25年法律第 261

号）第３条に規定する一般職に属する本町職員（臨時的に任用される職員その他法

律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。）

で２人以上５人以下により結成されたものとする。この場合において、異なる所属

部署から構成されるよう配慮するものとする。 

２ 自主研究グループは、必要に応じて、職員以外の者で調査研究活動について見識

を有するもの又は自主研究グループの活動に寄与できるもの（以下「見識者等」と

いう。）を参加させることができる。 

（自主研究グループの要件） 

第３条 自主研究グループは、次の各号に掲げる事項のいずれかについて、計画的か

つ継続的に調査研究活動を行うものとする。ただし、資格取得その他の個人の資質

の向上に関する活動を除く。 

（１） 町の行政運営の効率化及び事務改善に関すること。 

（２） 町政の推進に寄与する施策に関すること。 

（３） 職務遂行能力の向上に関すること。 

（補助金額） 

第４条 補助金の額は、１人につき５万円を限度額とする。 

２ 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。ただし、第２条第２項に規定

する見識者等の参加による経費及び町長が不適切と認めた経費はこの限りでない。 

（１） 図書、資料等の購入費 

（２） 講師謝礼及び実費弁償 

（３） 前２号に掲げるもののほか、調査研究活動に必要な経費 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする自主研究グループの代表者は、東浦町職員自

主研究グループ認定及び活動費補助金交付申請書（様式第１）を町長に提出するも

のとする。 

（決定及び通知） 

第６条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容等の審査を行い、速やかに

補助の可否を決定し、その結果を東浦町職員自主研究グループ認定及び活動費補助

金交付・不交付決定通知書（様式第２）により、当該自主研究グループの代表者に

通知するものとする。 



 

 

（活動内容の変更及び中止の申請） 

第７条 自主研究グループの代表者は、活動内容の変更又は中止をしようとするとき

は、あらかじめ東浦町職員自主研究活動変更・中止承認申請書（様式第３）を町長

に提出しなければならない。ただし、活動内容の変更の場合にあって、あらかじめ

同申請書を提出することができない合理的な理由があるときには、事後に提出する

ことができる。この場合においては、活動内容の変更後、速やかに提出しなければ

ならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、活動内容を変更する場合にあって、研究及びテーマに

変更がなく、かつ、前条で町長が決定した補助金額が変更とならないときには、そ

の申請を省略することができる。 

（活動内容の変更及び中止の申請に対する決定） 

第８条 町長は、前条第１項に規定する申請書を収受した時は、当該申請の内容を審

査し、その審査結果について速やかに東浦町自主研究活動変更・中止決定通知書（様

式第４）により自主研究グループの代表者に通知するものとする。 

（調査研究活動の運営） 

第９条 自主研究グループの調査研究活動の運営は、次に掲げるとおりとする。 

（１）調査研究活動期間は、原則として当該年度内とし、３か月以上継続して実施さ

れるものであること。 

（２） 町長は、自主研究グループがやむを得ず勤務時間内に調査研究活動を行うとき

に限り、東浦町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和 27年東浦町

条例第 38号）第２条第１項第１号の規定により、調査研究活動期間中３日を限度

として、職務に専念する義務を免除することができる。 

（３）調査研究活動は、町長の許可を得て庁舎を使用することができる。この場合に

おいて、東浦町庁舎管理規則（昭和 59年東浦町規則第３号）を遵守するほか庁舎

の保全について万全の注意を払わなければならない。 

（４）この要綱による調査研究活動で、本町職員１人が所属できる自主研究グループ

は、１グループとする。 

（活動実績報告） 

第 10条 自主研究グループの代表者は、調査研究が終了したときは、当該調査研究終

了後１か月以内に次の各号に掲げる書類を添えて、東浦町職員自主研究グループ活

動実績報告書（様式第５）を町長に提出しなければならない。 

（１）活動成果が分かる書類又は電子媒体 

（２）補助金の申請を行い、第６条又は第７条に規定する補助金額の決定通知を受け

ている自主研究グループにあっては補助対象経費に係る領収書等 

（３）その他町長が必要と認める書類 

 （補助金額の確定） 

第 11条 町長は、前条に規定する報告書を収受した時は、報告書及び添付書類等に不

備がないことを確認しなければならない。 



 

 

２ 前条第２号に該当する自主研究グループについては、前項に規定する確認の後、

交付すべき補助金の額を確定し、東浦町自主研究活動に係る補助額確定通知書（様

式第６）により自主研究グループ代表者宛に通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第 12条 前条第２項に規定する確定通知書を受け取った代表者は、東浦町職員自主研

究グループ活動費補助金請求書（様式第７）により町長に補助金の請求をしなけれ

ばならない。 

 （補助金の交付） 

第 13条 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付する

ものとする。 

 （報告会の開催） 

第 14条 自主研究グループは、町長が必要と認めたときは、職員等に対し、必要に応

じ報告会を開くものとする。 

２ 町長は、前項による報告会及び報告書の職員への公開など、研究結果を活用する

よう努めるものとする。 

（認定の取消し及び返還） 

第 15条 町長は、自主研究グループが次の各号のいずれかに該当するときは、認定を

取り消し、補助金の全部又は一部を交付しないことができる。 

（１） 調査研究活動を中止し、又は行わなかったとき。 

（２）前条に規定する東浦町職員自主研究グループ活動実績報告書を提出しなかった

とき。 

（３）調査研究活動内容において、虚偽の内容に基づく申請であったことを確知した

とき。 

２ 町長は、前項に基づく取消しを行った場合、東浦町職員自主研究グループ認定取

消通知書（様式第８）により自主研究グループの代表者に通知し、既に補助金を交

付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

３ 町長は、補助金の支給を受けた自主研究グループの構成員が、支給された日の属

する年度の３月 31日から起算して５年以内に職員としての身分を失ったとき（定年

退職により身分を失ったときを除く。）は、自主研究グループの代表者に対し、当該

身分を失った職員分の補助金の返還を求めることができる。 

（その他） 

第 16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成 26年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 30年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行し、この要綱による改正後の東浦町職員自



 

 

主研究グループ活動費補助金交付要綱第 15条第３項の規定は、令和２年４月１日以後

に申請があった補助金について適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 



 

 

様式第１（第５条関係） 

                      年  月  日 

  

東浦町長          

                          

                      申請者 

                      自主研究グループ名 

                      代表者 

  

東浦町職員自主研究グループ認定及び活動費補助金交付申請書 

 

 東浦町職員自主研究グループ活動費補助金交付要綱第５条の規定に基づき、次のと

おり申請します。 

自主研究グループ名  

研 究 活 動 テ ー マ  

結 成 年 月 日     年  月  日 構成人数 人 

研 究 活 動 期 間  年 月 日 ～  年 月 日 

構 

成 

員 

欄 

所 属 役職 氏 名 

  印 

  印 

  印 

  印 

  印 

補助金交付申請額 円 

調査研究

活動計画 

概要 

 

（注）経路、宿泊（連絡先）、経費等詳しい説明書類を別に添付すること。 



 

 

様式第２（第６条関係） 

年  月  日 

  

自主研究グループ名 

 代表者        様 

 

東浦町長 

 

東浦町職員自主研究グループ認定及び活動費補助金交付・不交付決定通知書 

 

 東浦町職員自主研究グループ活動費補助金交付要綱第６条の規定に基づき、下記

のとおり通知します。 

 

記 

 

１ 自主研究グループ認定    交付 ・ 不交付 

 

２ 補助金交付決定額      金      円 



 

 

様式第３（第７条関係） 

                      年  月  日 

  

東浦町長          

                          

                      申請者 

                      自主研究グループ名 

                      代表者 

  

東浦町職員自主研究活動変更・中止承認申請書 

 

  年 月 日付け第 号により自主研究グループ認定及び活動費補助金交付決定を

受けました変更・中止をしたいので、東浦町職員自主研究グループ活動費補助金交付

要綱第７条の規定に基づき、次のとおり申請します。 

 

１ 変更又は中止の理由 

 

２ 変更内容 

変 更 前 変 更 後 

  

 

３ 活動中止の時期 

    年  月  日 



 

 

様式第４（第８条関係） 

                      年  月  日 

  

自主研究グループ名 

 代表者        様 

 

東浦町長 

  

東浦町職員自主研究活動変更・中止決定通知書 

 

  年 月 日付け変更・中止に係る申請について、東浦町職員自主研究グループ活

動費補助金交付要綱第８条の規定に基づき審査を行った結果、次のとおり変更・中止

を決定したので、同条の規定により通知します。 

 

 



 

 

様式第５（第 10条関係） 

年  月  日 

 

東浦町長         

 

自主研究グループ名 

代表者             

 

東浦町職員自主研究グループ活動実績報告書 

 

 東浦町職員自主研究グループ活動費補助金交付要綱第 10条の規定に基づき、次のと

おり報告します。 

調査研究活動 

テーマ 

 

調査研究活動期間 月  日  ～  月  日 

調査研究活動経過 
 

調査研究活動 

成果 

 

調査研究活動 

に要した経費 

 

（注）１ 記載できないときは、別紙等を作成すること。 

   ２ 資料等があれば添付すること。 

   ３ 調査研究活動に要した経費については、当該経費の内訳が分かる領収等を

添付すること。 



 

 

様式第６（第 11条関係） 

             年  月  日 

  

自主研究グループ名 

 代表者        様 

 

東浦町長 

  

東浦町自主研究活動に係る補助額確定通知書 

 

  年 月 日付けで実績報告のあった自主研究活動費補助金の交付について、東浦

町自主研究グループ活動費補助金交付要綱第 11 条第１項の規定に基づき報告書等を

確認した結果、自主研究活動に係る補助金の額を次のとおり確定したので、同条第２

項の規定により通知します。 

 

補助金交付に係る確定額  金          円 



 

 

様式第７（第 12条関係） 

 年 月 日  

 

東浦町職員自主研究グループ活動費補助金請求書 

 

東浦町長   

                         自主研究グループ 

                     代表者                 

 

 

金額           円  

 

自主研究グループ活動費補助金として上記のとおり請求します。 

 

 

振 込 先 金 融 機 関 
 

預 金 の 種 類 
 

口 座 番 号 
 

フ リ ガ ナ  
 

口 座 名 義 
 



 

 

様式第８（第 15条関係） 

                      年  月  日 

  

自主研究グループ名 

 代表者        様 

 

東浦町長 

  

東浦町職員自主研究グループ認定取消通知書 

 

  年 月 日付け第  号で通知した決定について、取消の決定を行いましたので、

東浦町職員自主研究グループ活動費補助金交付要綱第 15条の規定により、通知します。 

 

１ 取消決定の対象   決定額の         円を取り消す。 

 

２ 取消決定の根拠 

  第 15条 第１号に該当 

       第２号に該当 

       第３号に該当      

 

３ 既に補助金を交付している場合の返還について 

 

   年  月  日までに      円を返還すること。 

   

 


